
                          

                          

    

一
、
天
童
家
文
書
の
再
発
見 

最
上
の
乱
を
経
て
村
山
地
域
の
領
国
化
を
進
め
る

山
形
城
主
最
上
義
光
は
、
天
正
十
二
（
一
五
八
四
）
年

六
月
、
最
上
川
西
の
谷
地
の
白
鳥
氏
や
寒
河
江
の
大
江

氏
を
攻
略
し
、
同
年
十
月
十
日
川
東
の
覇
権
を
か
け
て
、

最
上
八
楯
の
連
合
軍
を
従
え
た
第
十
代
天
童
城
主
頼

久
と
の
戦
い
に
挑
み
ま
し
た
。
天
童
城
山
と
そ
の
周
辺

で
行
わ
れ
た
攻
防
で
は
延
沢
氏
の
離
反
等
も
あ
り
、
天

童
城
は
落
城
し
、
天
童
氏
は
母
方
の
国
分
盛
氏
を
た
よ

り
に
陸
奥
国
へ
敗
走
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
秋
保
氏
に

寄
寓
し
、
文
禄
年
間
（
一
五
九
二
～
一
五
九
六
）
に
は

伊
達
政
宗
の
家
臣
と
な
り
仙
台
藩
に
お
い
て
準
一
家

の
家
格
に
列
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
（
現
）
宮
城
県

多
賀
城
市
八
幡
に
在
所
を
拝
領
し
、
江
戸
時
代
を
通
じ

て
家
臣
団
と
と
も
に
こ
の
地
で
暮
ら
し
ま
し
た
。

 

敗
走
後
の
こ
と
は
多
賀
城
市
史
な
ど
に
も
記
載
さ

れ
て
お
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
準
一
家
に
な

っ
た
の
か
、
そ
の
間
の
事
情
は
解
明
で
き
な
い
ま
ま
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
二
十
年
、
天
童

家
か
ら
多
賀
城
市
に
寄
贈
さ
れ
た
天
童
家
文
書
や
、
東

日
本
大
震
災
後
新
た
に
発
見
さ
れ
た
文
書
類
に
よ
っ

て
、
そ
の
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

〈
特
別
寄
稿
〉 

敗
者
の
復
活 

―
戦
国
大
名
天
童
氏
の
そ
の
後
―

 
 
 
 
 
 

天
童
郷
土
研
究
会
長 

 

湯 

村 

章 

男

上、「宮城県八幡邑天童氏屋敷ならびに家中・足軽屋敷絵図」。天和元年 11 月

15 日「御尋ニ付公義江差出候」とあり、拝領された在所の様子がわかります。

下、平成 26 年 8 月天童市美術館で開催された「天童城主天童氏展」の様子
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二
、
天
童
落
ち
後
の
天
童
頼
久
の
動
静 

こ
れ
ま
で
、
天
童
落
ち
後
の
経
緯
を
示
す
唯
一
の
文

献
史
料
は
、
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
に

編
集
が
始
ま
っ
た
「
貞
山
公
治
家
記
録
」
だ
け
で
あ
り

ま
す
。
そ
の
中
の
天
正
十
八
（
一
五
九
〇
）
年
一
月
十

三
日
の
条
文
に
は
、
「
十
三
日
丙
辰
天
童
三
郎
頼
久
御

禮
ト
シ
テ
参
上
セ
ラ
ル
并
ニ
安
積
郡
ノ
輩
参
上
ス
其

後
名
懸
士
御
目
見
ア
リ
」
と
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

今
回
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
伊
達
政
宗
よ
り
天
童
頼
久

（
後
の
頼
澄
）
宛
て
書
状
（
史
料
１
）
や
、
貞
山
様
御

自
筆
御
書
の
写
（
史
料
２
）
な
ど
に
よ
り
、
政
宗
に
拝

謁
し
た
時
期
や
準
一
家
に
列
せ
ら
れ
た
経
緯
が
よ
り

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
史
料
１
の
内
容
は
、
文
書
解

説
に
よ
る
と
新
年
に
あ
た
っ
て
の
お
め
で
た
い
言
葉

を
書
き
連
ね
、
頼
久
か
ら
酒
と
肴
を
送
ら
れ
た
こ
と
の

お
礼
に
小
袖
を
進
呈
し
た
と
い
う
も
の
で
す
が
、
注
目

す
る
と
こ
ろ
は
、
花
押
の
特
徴
で
す
。
こ
の
花
押
は
、

天
正
十
七
（
一
五
八
九
）
年
の
も
の
で
、
家
臣
や
身
内

宛
て
の
書
状
な
ど
に
利
用
す
る
私
用
花
押
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
時
期
、
す
で
に
頼
久
は
政
宗
に
仕
え
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

史
料
２
は
、
政
宗
か
ら
頼
久
に
あ
て
た
二
通
の
書
状

の
写
し
で
す
が
、

解
説
に
よ
る
と
一

通
目
は
、
政
宗
自

身
が
戦
勝
し
首
尾

よ
く
領
地
を
治
め

て
い
る
こ
と
や
、

天
正
十
六
（
一
五

八
八
）
年
最
上
義

光
が
庄
内
地
方
で

上
杉
家
家
臣
、
本

庄
繁
長
に
敗
れ
、

最
上
氏
の
勢
力
が

弱
ま
っ
て
い
る
こ

と
を
知
ら
せ
た
も

の
で
す
。
二
通
目

は
、
書
状
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
の
史
料
で
す
が
、
政

宗
は
路
次
（
道
筋
）
の
警
固
に
不
安
が
あ
る
の
で
、
秘

密
の
文
書
な
ら
ば
自
分
は
「
む
ね
さ
ね
（
白
石
宗
実
＝

伊
達
家
家
臣
）
」
と
署
名
す
る
の
で
、
天
童
殿
は
「
田

村
」
と
記
し
て
出
す
よ
う
に
と
、
書
状
に
非
常
に
気
を

遣
っ
て
い
る
様
子
が
伺
え
ま
す
。
文
書
の
本
来
の
差
し

出
し
と
宛
名
を
秘
匿
し
て
別
名
を
記
す
と
う
い
こ
と

は
前
代
未
聞
の
内
容
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

天
童
殿
を
「
天
」
と
い
う
片
名
字
で
表
す
な
ど
親
密
な

関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
先

の
「
貞
山
公
治
家
記
録
」
の
天
正
十
八
年
の
条
文
「
…

安
積
郡
ノ
輩
参
上
ス
…
」
は
天
童
頼
久
が
政
宗
に
謁
見

し
た
時
、
す
で
に
輩
（
地
侍
）
を
伴
っ
て
い
た
よ
う
に

も
読
み
取
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
Ｊ
・
Ｆ
・
モ
リ
ス
氏
（
宮
城

学
院
女
子
大
学
教
授
）
は
、
天
正
十
六
年
に
は
す
で
に
、

天
童
頼
久
（
頼
澄
）
は
伊
達
軍
団
の
指
揮
官
の
一
人
と

し
て
（
現
）
福
島
県
安
積
郡
南
部
に
お
い
て
活
躍
し
て

い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
当
時
の
状
況
か
ら
政
宗
が
、

ま
だ
米
沢
に
在
城
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
指
摘

し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
天
童
頼
久
は
家
臣
と
し
て
政

宗
か
ら
準
一
家
に
列
せ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

三
、
準
一
家
の
家
臣
と
な
り
、
宮
城
県
多
賀
城
市 

に
在
所
拝
領
さ
れ
た
天
童
家 

南
出
羽
・
陸
奥
両
国
を
征
圧
し
た
伊
達
政
宗
は
、
一

族
を
は
じ
め
大
崎
家
、
葛
西
家
、
葦
名
家
な
ど
の
旧
守

史料１「伊達政宗より天童殿宛書状」。両者の主従

関係を示す最も古い時期の史料

史料２「貞山様御自筆御書之写」。二通の書状の写

しであり、天正 16～17 年頃と推定
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護
や
探
題
職
な
ど
家
柄
の
あ
る
大
名
の
末
裔
や
所
領

を
失
っ
た
多
く
の
由
緒
あ
る
領
主
を
、
自
分
の
家
臣
と

し
て
召
し
抱
え
、
仙
台
藩
の
中
に
小
幕
藩
的
な
体
制
を

作
り
あ
げ
ま
す
。
そ
の
制
度
の
一
つ
が
家
格
制
と
言
わ

れ
る
も
の
で
、
家
柄
や
功
績
に
よ
っ
て
八
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
け
ら
れ
、
上
級
家
臣
と
し
て
一
門
（
一
一
家
）
、

一
家
（
一
七
家
）
、
準
一
家
（
一
〇
家
）
、
一
族
（
二
二

家
）
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
設
け
、
大
名
伊
達
家
と
擬

制
的
イ
エ
関
係
を
重
視
し
、
そ
の
他
の
従
臣
は
、
宿
老
、

着
座
、
太
刀
上
、
召
出
な
ど
に
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

天
童
家
は
準
一
家
で
戦
国
時
代
の
大
名
の
分
家
や
有

力
家
臣
に
与
え
ら
れ
る
家
格
に
属
し
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、
上
級
家
臣
に

は
特
別
な
知
行
制

度
が
あ
り
、
城
・

要
害
・
所
・
在
所

と
呼
ば
れ
る
拝
領

形
態
が
あ
り
、
天

童
家
に
は
宮
城
郡

八
幡
村
（
現
多
賀

城
市
八
幡
）
に
在

所
が
拝
領
さ
れ
ま

し
た
。
表
紙
絵
図

の
原
図
は
、
仙
台

藩
が
幕
府
の
要
請

に
よ
っ
て
天
和
元

（
一
六
八
一
）
年
に
作
成
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
絵

図
に
は
天
童
家
を
中
心
に
足
軽
・
寺
屋
敷
な
ど
に
交
じ

っ
て
百
姓
屋
敷
な
ど
も
見
ら
れ
、
兵
農
分
離
以
前
の
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
頼
久
（
頼
澄
）
在
任
中
の
慶
長

年
間
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
の
様
子
を
伝
え
て
い

る
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
天
童
家
の
知
行

高
は
一
三
五
〇
石
（
一
三
五
貫
文
）
で
幕
末
ま
で
さ
ほ

ど
の
変
化
は
な
く
、
仙
台
家
臣
団
の
中
で
上
位
五
％
内

に
入
っ
て
い
ま
す
。

四
、
残
さ
れ
た
多
く
の
系
図 

展
示
会
に
は
多
く
の
系
図
が
展
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
天
童
家
を
準
一
家
と
す
る
た
め
に
根
拠
と
な
る

も
の
で
し
た
。
そ
の
多
く
の
系
図
は
、
天
童
家
が
足
利

一
門
の
分
家
で
あ
り
、
陸
奥
の
大
崎
氏
の
分
家
で
あ
り
、

さ
ら
に
出
羽
国
の
探
題
最
上
家
の
分
家
と
表
記
さ
れ

た
も
の
で
し
た
。

そ
も
そ
も
天
童
氏
は
、
成
生
庄
に
所
領
を
も
っ
た
新

田
系
里
見
氏
が
そ
の
基
盤
を
作
っ
て
お
り
、
里
見
氏
へ

大
崎
氏
、
斯
波
氏
か
ら
入
嗣
し
て
い
る
の
に
里
見
氏
の

名
は
消
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
中
世
東
北
の
政
治
状

況
を
記
録
し
た
「
余
目
氏
旧
記
」
で
は
、
陸
奥
探
題
大

崎
家
か
ら
み
て
最
上
氏
と
天
童
氏
が
同
等
・
同
格
で
あ

っ
た
こ
と
が
、
公
式
書
簡
の
書
き
方
な
ど
で
説
明
さ
れ

て
お
り
、
天
童
家
が
最
上
家
よ
り
格
下
と
い
う
表
記
に

は
疑
問
を
持
ち
ま
す
が
、
近
世
初
頭
、
里
見
氏
の
系
譜

を
引
く
と
い
う
よ
り
も
、
天
童
家
は
、
足
利
・
奥
州
探

題
斯
波
氏
の
系
譜
を
引
く
と
し
た
方
が
、
準
一
家
と
し

て
の
権
威
が
保
て
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
政
宗

の
母
親
（
保
春
院
＝
義
姫
）
が
最
上
氏
だ
っ
た
こ
と
も

無
関
係
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。

天
童
家
は
、
十
代
頼
久
（
頼
澄
）
以
降
、
重
頼
、
頼

長
（
伊
達
安
芸
宗
重
）
…
と
近
世
以
降
多
賀
城
地
域
最

大
の
伊
達
家
臣
と
し
て
存
続
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

の
で
す
。

〈
参
考
資
料
〉 

企
画
展
冊
子
「
天
童
城
主
天
童
氏
」(

天
童
市
美
術
館)

、

天
童
家
関
係
文
書
「
天
童
家
文
書
Ⅰ
～
Ⅲ
」(

多
賀
城

市
文
化
遺
産
活
用
活
性
化
委
員
会)

 

「源姓天童系図」。清和天皇から天童頼久 (澄)を
経て江戸時代の歴代当主に至る天童家の系図
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山
形
県
公
文
書
セ
ン
タ
ー
に
は
、
歴

史
公
文
書
一
二
一
九
冊
が
保
存
さ
れ
て

い
ま
す
。
歴
史
公
文
書
は
、
県
政
の
取

組
や
県
が
掌
握
し
た
県
民
の
様
子
な
ど

を
知
る
こ
と
の
で
き
る
歴
史
的
・
文
化

的
な
資
料
で
す
。
そ
れ
ら
の
資
料
の
中

か
ら
、
県
が
郡
を
通
し
て
町
村
ご
と
に

現
況
調
査
さ
せ
た
「
大
正
十
一
年
小
作

地
慣
行
調
査
」
を
紹
介
し
ま
す
。

日
本
の
近
代
社
会
の
重
要
な
構
成
要

素
で
あ
っ
た
地
主
・
小
作
関
係
は
、
地

域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
慣
行
が
あ
り

ま
し
た
。
政
府
は
そ
の
実
態
を
把
握
す

る
た
め
に
全
国
的
な
小
作
慣
行
調
査
を

行
い
ま
し
た
が
、『
明
治
十
八
年
小
作
慣

行
調
査
抄
』
、
『
大
正
元
年
小
作
慣
行
ニ

関
ス
ル
調
査
資
料
』
、
『
大
正
十
年
小
作

慣
行
調
査
』、『
小
作
事
情
調
査
』（
昭
和

十
一
年
）
な
ど
が
そ
の
代
表
的
調
査
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
『
大

正
十
年
小
作
慣
行
調
査
』
が
最
も
詳
し

い
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。

本
セ
ン
タ
ー
の
「
大
正
十
一
年
小
作

地
慣
行
調
査
」
は
、
各
町
村
の
調
査
結

果
を
冊
子
化
し
て
提
出
さ
せ
、
表
に
示

す
よ
う
に
郡
ご
と
に
つ
づ
っ
た
も
の
で

す
。
そ
の
内
容
は
、
一
七
の
大
項
目
に

わ
た
り
、
細
々
と
し
た
項
目
別
の
発
問

に
回
答
を
求
め
た
も
の
で
、
地
域
の
地

主
・
小
作
関
係
を
把
握
す
る
基
礎
資
料

と
し
て
貴
重
で
す
。
調
査
の
大
項
目
は

次
の
通
り
で
す
。

①
小
作
契
約
ノ
締
結
、
②
小
作
契
約

ノ
期
間
、
③
小
作
料
、
④
小
作
料
ノ

納
入
、
⑤
小
作
料
ノ
滞
納
、
⑥
耕
地

整
理
カ
小
作
慣
行
ニ
及
ホ
セ
ル
影
響
、

⑦
穀
物
検
査
ト
小
作
慣
行
ト
ノ
関
係
、

⑧
小
作
契
約
ノ
登
記
及
小
作
地
ニ
対

ス
ル
制
限
、
⑨
地
主
又
ハ
小
作
人
ノ

賠
償
、
⑩
小
作
地
ノ
修
繕
改
良
及
其

負
担
、
⑪
小
作
契
約
当
事
者
ノ
変
更
、

⑫
契
約
ノ
解
除
及
消
滅
、
⑬
土
地
管

理
人
、
⑭
以
上
ノ
外
小
作
ニ
関
ス
ル

重
要
事
項
、
⑮
永
小
作
、
⑯
刈
分
小

作
其
他
特
殊
ノ
小
作
、
⑰
小
作
ニ
関

ス
ル
慣
行
ノ
改
善
ヲ
要
ス
ル
諸
点
理

由
及
其
ノ
方
策

な
お
、
当
時
の
町
村
で
は
、
西
置
賜

郡
南
小
国
村
と
飽
海
郡
飛
島
村
の
記
録

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
山
形
・
米
沢

の
両
市
と
北
村
山
郡
の
資
料
が
欠
け
て

い
る
の
が
残
念
で
す
。

こ
れ
ら
の
調
査
に
つ
い
て
、
県
で
は
、

調
査
結
果
を
『
小
作
慣
行
調
査
書
』
と

い
う
冊
子
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
項
目

に
よ
っ
て
は
漠
然
と
し
た
ま
と
め
も
あ

り
ま
す
が
、
全
体
を
通
し
て
掌
握
し
た

山
形
県
の
地
主
・
小
作
関
係
の
特
徴
を

「
凡
例
」
に
整
理
し
て
い
ま
す
。「
凡
例
」

で
は
、
地
主
・
小
作
関
係
の
良
好
さ
を

強
調
し
、
今
後
の
展
望
に
楽
観
的
で
す
。

山
形
県
で
は
、
全
国
的
動
向
よ
り
や

や
遅
れ
て
明
治
後
半
期
に
地
主
的
土
地

所
有
が
確
立
し
、
大
正
期
、
昭
和
初
期

と
小
作
地
率
が
増
加
し
て
行
き
ま
す
。

と
り
わ
け
、
田
の
小
作
地
率
は
全
国
水

準
を
超
え
て
高
い
率
と
な
り
ま
す
。
一

方
、
小
作
農
民
が
小
作
条
件
改
善
な
ど

を
求
め
る
小
作
争
議
は
、
大
正
十
一
（
一

九
二
二
）
年
に
飽
海
郡
で
発
生
し
、
県

内
争
議
件
数
は
、
同
年
の
四
件
か
ら
次

第
に
増
加
し
て
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）

年
に
は
二
六
二
件
、
同
八
年
に
は
三
三

九
件
に
上
り
、
全
国
的
に
も
高
い
発
生

数
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
争
議
原
因
は
、

小
作
料
の
軽
減
要
求
か
ら
、
次
第
に
土

地
引
き
上
げ
な
ど
耕
作
権
を
め
ぐ
る
も

の
へ
と
発
展
し
て
行
き
ま
す
（
昭
和
十

年
「
小
作
事
情
と
農
民
運
動
」
）
。

「
大
正
十
一
年
小
作
地
慣
行
調
査
」

の
時
期
は
、
近
代
日
本
の
地
主
制
度
が

小
作
争
議
の
う
ね
り
に
直
面
し
て
そ
の

基
盤
を
揺
る
が
さ
れ
る
そ
の
前
夜
に
当

た
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
地
主

制
度
の
ど
こ
に
根
本
的
な
課
題
が
あ
っ

た
の
か
、
そ
れ
を
社
会
の
重
要
な
構
成

要
素
と
し
て
い
た
時
期
の
指
導
者
層
の

認
識
な
ど
を
考
え
て
行
く
上
で
、
格
好

の
史
料
と
言
え
ま
す
。 

（
山
内 

励
）

④

山形県公文書センターに保存され

ている「大正十一年小作慣行調査」

〈
山
形
県
公
文
書
セ
ン
タ
ー 

所
蔵
資
料
紹
介
〉 

「
大
正
十
一
年
小
作
慣
行
調
査
」 



現存する「大正十一年小作慣行調査」の簿冊郡名と収録町村名

西置賜郡東根村（現、白鷹

町）の「大正十一年小作慣

行調査」。同村の浅立では、

昭和初期に小作争議が起

こり、小作料減免が実現し

ています。

郡名 町村名

南村山郡
上山町・西郷村・本庄村・東村・宮生村・中川村・金井村・堀田村・瀧山村・東澤村・南沼原
村・飯塚村・椹澤村・村木澤村・柏倉門傳村・本澤村・山元村

東村山郡
天童町・成生村・蔵増村・津山村・干布村・山寺村・高瀬村・楯山村・鈴川村・千歳村・出羽
村・高擶村・寺津村・明治村・大郷村・金井村・長崎町・豊田村・山邊町・大寺村・中村・作谷
澤村・相模村・大曾根村

西村山郡
寒河江町・西根村・柴橋村・高松村・左澤町・大谷村・東五百川村・西五百川村・本郷村・七
軒村・大井澤村・本道寺村・川土居村・西山村・白岩町・醍醐村・西里村・谷地町・北谷地
村・三泉村・溝延村

最上郡
新庄町・稲舟村・舟形村・堀内村・大蔵村・八向村・古口村・角川村・戸澤村・鮭川村・豊里
村・豊田村・真室川村・安樂城村・及位村・金山町・萩野村・西小国村・東小国村

南置賜郡
萬世村・山上村・南原村・上長井村・三澤村・玉庭村・中津川村・廣幡村・六郷村・塩井村・
窪田村

東置賜郡
その１

高畠町・二井宿村・屋代村・亀岡村・和田村・上郷村・糠野目村・沖郷村・赤湯町・中川村・
吉野村

東置賜郡
その２

金山村・宮内町・漆山村・梨郷村・伊佐澤村・大塚村・犬川村・小松町・中郡村・吉嶋村

西置賜郡
長井町・長井村・西根村・蚕桑村・鮎貝村・荒砥町・十王村・白鷹村・東根村・平野村・豊田
村・豊原村・添川村・豊川村・津川村・小国本村・北小国村

東田川郡
その１

余目町・大泉村・本郷村・山添村・黄金村・齋村・東村・黒川村・廣瀬村・泉村・渡前村・横山
村・押切村・長沼村

東田川郡
その２

八栄島村・藤島村・東榮村・手向村・立谷澤村・狩川村・大和村・十六合村・八榮里村・常万
村・新堀村・榮村・廣野村

西田川郡
鶴岡町・大山町・加茂町・湯田川村・田川村・念珠関村・福栄村・温海村・山戸村・豊浦村・
上郷村・大泉村・西郷村・袖浦村・東郷村・栄村・京田村

飽海郡
酒田町・松嶺町・上郷村・内郷村・田澤村・北俣村・南平田村・東平田村・北平田村・中平田
村・西平田村・鵜渡川原村・上田村・本楯村・一條村・観音寺村・大澤村・日向村・西荒瀬
村・南遊佐村・稲田村・川行村・西遊佐村・遊佐村・蕨岡村・高瀬村・吹浦村

⑤
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田総反別 畑総反別 田小作反別 畑小作反別

（町）
山形県における田畑総反別と小作反別の推移

（明治40年～大正10年は『小作慣行調査書』、大正11年～昭和14年は『山形縣統計書』より）



『
小
作
慣
行
調
査
書
』
凡
例 

 

〈
略
〉 

一
、
農
家
一
戸
当
た
り
耕
地
反
別
は
、

村
山
方
面
最
も
少
な
く
し
て
庄
内 

方
面
の
四
割
に
過
ぎ
ず
、
置
賜
及 

び
最
上
方
面
こ
れ
に
次
ぎ
、
庄
内 

方
面
も
っ
と
も
多
く
し
て
一
戸
当 

た
り
一
町
九
反
歩
に
達
す
、
こ
れ 

に
伴
い
小
作
慣
行
も
自
然
三
方
面 

に
よ
り
差
あ
り 

一
、
村
山
方
面
は
小
作
人
相
互
間
に 

お
い
て
小
作
地
の
争
奪
を
な
す
の 

傾
あ
り
、
し
た
が
っ
て
敷
金
・
捨 

金
・
小
作
権
売
買
等
の
例
あ
り
、 

そ
の
他
の
方
面
は
大
体
競
争
の
状 

な
く
あ
る
い
は
か
え
っ
て
労
力
不 

足
等
の
た
め
小
作
料
割
高
な
る
小 

作
地
の
返
還
を
望
み
お
る
者
あ
り 

一
、
小
作
料
は
庄
内
方
面
に
お
い
て 

は
、
い
わ
ゆ
る
米
券
倉
庫
と
称
す 

る
酒
田
・
鶴
岡
両
米
穀
取
引
所
付 

属
の
倉
庫
平
野
部
に
普
及
し
お
る 

を
も
っ
て
ほ
と
ん
ど
こ
れ
に
入
庫 

し
、
そ
の
入
庫
通
知
書
を
も
っ
て 

地
主
に
納
付
す
る
の
慣
行
あ
り
、 

授
受
の
標
準
米
は
三
等
米
に
し
て
、

他
の
等
級
に
対
し
て
は
取
引
所
公 

定
格
差
全
額
を
授
受
す
る
の
慣
行 

と
な
り
お
れ
り 

一
、
村
山
・
置
賜
方
面
に
在
り
て
は
、

農
業
倉
庫
所
在
地
は
倉
庫
、
そ
の 

他
は
地
主
宅
に
て
授
受
す
る
も
の 

に
し
て
、
入
庫
の
場
合
は
奨
励
金 

等
の
授
受
あ
る
も
、
地
主
宅
納
入 

の
場
合
は
容
量
等
を
換
す
る
の
み 

に
し
て
良
否
米
に
対
し
特
に
制
裁 

ま
た
は
奨
励
等
を
行
わ
ず 

一
、
本
県
は
大
正
元
年
以
来
不
作
な 

く
、
し
た
が
っ
て
一
部
水
害
地
等 

の
ほ
か
小
作
料
の
割
引
ほ
と
ん
ど 

な
し 

一
、
最
近
稲
作
の
進
歩
に
伴
い
米
の 

増
収
著
し
き
た
め
、
地
主
小
作
人 

間
に
お
け
る
分
配
の
割
合
は
漸
次 

小
作
人
に
有
利
と
な
り
来
た
れ
り
、

し
た
が
っ
て
往
時
飯
米
不
足
な
り 

し
小
作
人
に
し
て
、
か
え
っ
て
多 

少
の
売
り
米
を
生
ず
る
に
至
り
し 

小
作
人
少
な
か
ら
ず
、
ま
た
繭
の 

価
も
概
し
て
高
き
を
も
っ
て
小
作 

人
の
生
活
や
や
余
裕
あ
り
、
し
た 

が
っ
て
地
主
小
作
人
間
の
関
係
、 

大
体
平
穏
な
り 

一
、
本
県
の
地
主
は
こ
れ
を
概
括
す 

る
に
小
作
人
愛
護
の
念
あ
り
、
小 

作
人
ま
た
地
主
に
反
感
を
抱
く
が 

ご
と
き
も
の
ほ
と
ん
ど
な
く
、
稀 

に
紛
議
を
生
ず
る
場
合
は
ほ
と
ん 

ど
支
配
人
を
対
象
と
し
そ
の
排
斥 

を
図
る
も
の
な
る
の
状
況
な
り
、 

し
た
が
っ
て
地
主
小
作
人
間
に
お 

け
る
契
約
は
証
書
を
有
す
る
場
合 

と
い
え
ど
も
多
く
は
黒
契
を
も
っ 

て
万
事
を
解
決
す
る
を
通
常
と
す 

一
、
小
作
争
議
は
明
治
三
十
年
頃
に 

は
随
所
こ
れ
を
見
、
中
に
は
頗
る 

過
激
な
る
も
の
あ
り
し
も
、
近
年 

ほ
と
ん
ど
こ
れ
を
見
ず
、
し
か
れ 

ど
も
現
状
を
も
っ
て
進
ま
ば
他
日 

平
和
を
害
す
る
に
至
る
べ
き
お
そ 

れ
な
き
に
あ
ら
ざ
る
を
も
っ
て
、 

小
作
慣
行
等
の
中
に
も
相
当
改
善 

を
要
す
る
所
あ
る
を
認
む 

 

〔
書
き
下
し
文
〕 

 

 

昨
年
七
月
、
朝
鮮
人
強
制
連
行
・
強

制
労
働
の
歴
史
を
研
究
し
て
来
ら
れ
た

鶴
岡
市
の
佐
久
間
昇
氏
か
ら
、
氏
が
こ

れ
ま
で
収
集
し
た
研
究
史
料
を
寄
贈
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
内
訳
は
、『
在
日

朝
鮮
人
関
係
資
料
集
成
』
全
五
巻
・『
朝

鮮
問
題
資
料
叢
書
』
全
十
巻
・『
朝
鮮
人

強
制
連
行
論
文
集
成
』
な
ど
の
刊
行
物

二
五
冊
、
朝
鮮
人
強
制
連
行
山
形
県
関

係
資
料
一
六
点
、
山
田
昭
次
氏
朝
鮮
人

関
係
論
文
一
三
点
、「
朝
鮮
人
・
中
国
人

強
制
連
行
・
強
制
労
働
を
考
え
る
全
国

交
流
集
会
」
資
料
一
二
点
、
そ
の
他
関

係
資
料
一
六
点
で
す
。

 

佐
久
間
氏
の
代
表
的
研
究
に
は
、「
太

平
洋
戦
争
下
山
形
県
に
お
け
る
朝
鮮
人

労
働
者
の
強
制
連
行
を
め
ぐ
っ
て
」

（
『
山
形
近
代
史
研
究
』
第
五
号
初
出
）

が
あ
り
、
山
形
県
に
お
け
る
同
分
野
の

研
究
で
は
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。

〈
寄
贈
資
料
紹
介
〉 

「
朝
鮮
人
強
制
連
行
・ 

強
制
労
働
」
研
究
資
料 

⑥



佐
久
間
氏
は
研
究
に
あ
た
り
、
立
教
大

学
の
山
田
昭
次
氏
か
ら
多
く
の
教
示
を

受
け
て
い
ま
す
。
山
田
氏
は
朝
鮮
人
関

係
資
料
の
収
集
に
尽
力
さ
れ
、
多
く
の

論
文
を
発
表
す
る
と
共
に
、
研
究
仲
間

と
の
密
接
な
連
携
を
図
っ
て
い
ま
す
。

寄
贈
い
た
だ
い
た
資
料
の
中
に
は
、
山

田
氏
か
ら
佐
久
間
氏
に
提
供
さ
れ
た
も

の
も
含
ん
で
い
ま
す
。

 

朝
鮮
の
地
は
、
明
治
四
十
三
（
一
九

一
〇
）
年
の
日
韓
併
合
で
日
本
統
治
下

に
置
か
れ
、
朝
鮮
の
人
々
は
植
民
地
支

配
や
戦
時
体
制
下
の
強
制
連
行
な
ど
の

過
程
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
や
迫
害
を

受
け
た
こ
と
が
寄
贈
さ
れ
た
資
料
か
ら

は
伺
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
同
時
期
は
、

自
国
で
の
生
活
が
破
綻
し
た
人
々
な
ど

多
く
の
朝
鮮
人
が
日
本
へ
渡
航
す
る
こ

と
と
な
り
、
在
日
朝
鮮
人
の
数
が
増
え

て
い
き
ま
し
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
を

経
て
、
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
に
は

全
国
で
約
三
万
人
、
恐
慌
下
で
渡
航
制

限
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
昭
和
五
（
一

九
三
〇
）
年
に
は
約
三
〇
万
人
に
達
し

ま
し
た
。
強
制
連
行
が
な
さ
れ
た
太
平

洋
戦
争
時
に
は
と
り
わ
け
増
大
し
、
昭

和
二
十
年
の
終
戦
時
に
は
約
二
四
〇
万

人
に
上
っ
て
い
ま
す
。

 

山
形
県
在
住
の
朝
鮮
人
に
つ
い
て
は
、

主
と
し
て
日
本
政
府
の
官
庁
資
料
を
編

集
し
た
『
在
日
朝
鮮
人
関
係
資
料
集
成
』

な
ど
か
ら
、
あ
る
程
度
の
数
量
的
把
握

が
可
能
で
す
。
ま
た
、
在
日
朝
鮮
人
の

思
想
や
行
動
が
取
締
り
対
象
に
も
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
特
別
高
等
警
察
の
資
料

か
ら
も
動
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
在
日
朝
鮮
人
の
実
際
の
生
活

や
処
遇
は
、
記
録
に
残
ら
な
い
こ
と
が

多
く
、
当
事
者
の
証
言
が
唯
一
の
資
料

と
い
え
ま
す
。
い
た
だ
い
た
山
形
県
関

係
資
料
の
中
に
も
、
県
関
係
者
の
証
言

を
記
録
し
た
山
田
氏
ら
の
調
査
カ
ー
ド

や
証
言
の
ま
と
め
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

 

証
言
者
の
一
人
に
、
一
九
二
四
年
に

慶
尚
南
道
に
生
ま
れ
、
一
九
四
一
年
に

徴
用
で
日
本
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
韓
致

得
氏
が
い
ま
す
。
韓
氏
の
証
言
に
よ
れ

ば
、
岐
阜
県
山
奥
の
水
力
発
電
所
工
事

現
場
で
、
劣
悪
な
衣
食
住
と
水
に
浸
か

る
重
労
働
を
強
い
ら
れ
、
逃
亡
し
て
捕

ま
り
、
拷
問
さ
な
が
ら
の
処
遇
を
受
け

ま
す
。
そ
の
後
、
再
度
の
逃
亡
で
日
本

人
の
世
話
を
得
て
、
小
国
町
の
日
本
電

興
小
国
工
場
の
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
し
か
し
、
在
日
朝
鮮
人
の
同

化
・
統
制
を
図
る
協
和
会
の
手
帳
を
持

っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
温
海
村

（
現
、
鶴
岡
市
）
五
十
川
の
山
形
壮
丁

特
別
錬
成
所
で
皇
国
臣
民
に
な
る
た
め

の
厳
し
い
訓
練
を
受
け
ま
す
。
そ
れ
で

も
、
手
帳
は
配
布
さ
れ
ず
、
き
つ
い
仕

事
に
逃
げ
出
し
て
、
神
奈
川
県
・
山
梨

県
・
群
馬
県
を
転
々
と
し
て
、
終
戦
を

迎
え
ま
す
。
韓
氏
は
、
戦
後
再
び
、
山

形
県
に
居
を
構
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
こ
う
し
た
在
日
朝
鮮
人
の
体
験
は
、

当
時
の
一
般
的
な
日
本
人
に
は
必
ず
し

も
見
え
て
い
な
か
っ
た
部
分
で
す
。

日
本
と
朝
鮮
・
中
国
間
の
歴
史
に
つ

い
て
は
、「
歴
史
認
識
」
が
国
際
問
題
化

し
て
い
ま
す
が
、
歴
史
的
事
実
に
向
き

合
い
、
さ
ら
な
る
調
査
・
研
究
を
進
め

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
寄
贈

い
た
だ
い
た
こ
れ
ら
の
研
究
資
料
が
活

用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に

基
づ
く
研
究
資
料
の
共
有
化
も
今
後
の

課
題
で
す
。 

 
 
 
 

（
山
内 

励
）

証言を記録した調査カードや証言のまとめ

温海村の田川炭鉱（『山形県史』第五巻所収）。

同炭鉱では朝鮮人も多く働き、近くの五十川に

は山形壮丁特別錬成所が設置されました。

⑦



平
成
二
十
七
年
十
一
月
九
日
、
山
形

県
公
文
書
セ
ン
タ
ー
が
オ
ー
プ
ン
し
ま

し
た
。
山
形
県
公
文
書
セ
ン
タ
ー
は
、

歴
史
公
文
書
を
保
存
し
、
県
民
の
皆
さ

ん
に
閲
覧
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
利
用

窓
口
で
す
。

歴
史
公
文
書
と
は
、
歴
史
的
・
文
化

的
な
資
料
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
公

文
書
と
し
て
、
公
文
書
セ
ン
タ
ー
で
特

別
に
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
の
こ
と
を

言
い
ま
す
。
公
文
書
セ
ン
タ
ー
で
は
、

今
後
と
も
歴
史
公
文
書
の
収
集
及
び
保

存
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

歴
史
公
文
書
を
閲
覧
す
る
た
め
に
は

申
出
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
申
出
書

の
提
出
後
、
直
ち
に
閲
覧
が
可
能
な
も

の
も
あ
り
ま
す
が
、
個
人
情
報
等
の
記

録
の
有
無
な
ど
の
内
容
の
審
査
を
行
う

た
め
、
申
出
書
を
提
出
し
て
か
ら
閲
覧

ま
で
日
数
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
山
形
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

歴
史
公
文
書
の
保
存
冊
数 

 
 

一
二
一
九
冊

（
平
成
二
十
七
年
十
一
月
九
日
現
在
）

歴
史
公
文
書
の
目
録 

〇 

簿
冊
目
録
・
件
名
目
録

総
務 

人
事 

財
務 
会
計 

企
画 

福
祉 

生
活
文
化 

安
全 
衛
生 

環
境 

商
工 

労
働 

農
務 
農
地 

林
務 

水
産 

建
設 

そ
の
他

閲
覧
時
間 

〇 

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

祝
日
・
年
末
年
始
（
十
二
月
二
十
九

日
～
一
月
三
日
）
を
除
き
ま
す
。

閲
覧
・
利
用
方
法 

○ 

簿
冊
目
録
及
び
件
名
目
録
を
検
索

し
、
閲
覧
し
た
い
文
書
を
特
定
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

○ 

歴
史
公
文
書
閲
覧
申
出
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
提
出
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

（
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
可
）

○ 

歴
史
公
文
書
の
複
写
希
望
の
方
は
、

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
な
ど
に
よ
り
各
自

撮
影
し
て
く
だ
さ
い
。
コ
ピ
ー
サ
ー

ビ
ス
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

○ 

出
版
・
掲
載
・
放
映
等
を
希
望
す

る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
許
可
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
出
版
・
掲
載
・

放
映
等
承
認
申
請
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

設
置
場
所
・
ア
ク
セ
ス 

寒
河
江
市
大
字
西
根
字
石
川
西
三
五
五

山
形
県
村
山
総
合
支
庁
西
庁
舎
三
階 

学
事
文
書
課
分
室
内

○ 
車
の
場
合

寒
河
江
Ｉ
Ｃ
（
山
形
自
動
車
道
）
か

ら
、
お
よ
そ
五
㎞
、
約
一
一
分

○ 

Ｊ
Ｒ
の
場
合

Ｊ
Ｒ
寒
河
江
駅
か
ら
、
お
よ
そ
二
・

四
㎞
、
車
で
約
七
分

○ 

バ
ス
の
場
合

「
総
合
支
庁
前
」
バ
ス
停
か
ら
、
お

よ
そ
三
〇
〇
ｍ
、
徒
歩
約
五
分

山
形
県 

県
史
だ
よ
り 

第
七
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
発
行 

 

編
集
・
発
行 

 
 

山
形
県
総
務
部
学
事
文
書
課
分
室 

 
 

 

県
史
資
料
室 

 

〒
九
九
一
―
八
五
〇
一 

 
 

寒
河
江
市
大
字
西
根
字
石
川
西
三
五
五 

 
 

 

村
山
総
合
支
庁
西
庁
舎 

 
 

電
話 

〇
二
三
七
―
八
三
―
一
二
一
五 

 
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
二
三
七
―
八
三
―
一
二
一
六 

⑧

山
形
県
公
文
書
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

開
設
の
お
知
ら
せ


